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    資料-１ 

永福台未払水道料金請求訴訟について 

 
 
１ 未払水道料金請求にかかる訴訟について 

平成２７年１１月１１日訴状提出 
  株式会社ケイ・アール・ジーに対し、催告を重ねるも納入は見込めないと判断し、
任意交渉を打ち切って、神戸地方裁判所社支部に訴状を提出しました。 

 
［訴状内容］ 

      原 告： 加 東 市 
      被 告： 株式会社ケイ・アール・ジー 
      訴訟物の価額： 金７,８６３,２８７円（別表のとおり） 
 
   (1) 請求の趣旨 

① 平成２６年５月請求分から平成２７年３月請求分のうち、未払水道料金及び遅延
損害金（年５％）の支払いを請求。 
 
② 訴訟費用は被告の負担とする。 

 
   (2) 請求の原因 

① ㈱ＺＫＲ（旧全管連）は、平成２５年１２月２０日に、㈱ケイ・アール・ジー、
㈱リアリティマネジメント及び㈱リアリティの３社に管理事業を譲渡したが、その
後に、㈱ケイ・アール・ジーが、㈱ＺＫＲ名義の土地について、平成２６年１月３
０日、売買を原因として所有権移転を行い、土地に付随する給水装置等を承継して
いることから、加東市給水条例（以下「給水条例」という。）第２４条第１項の規
定により支払義務を負うこと。 

 
        ※ 給水条例第 24条 

第 1項 水道料金は、水道の使用者から徴収する。 
 

② ㈱ケイ・アール・ジーは、平成２７年５月１１日まで、給水条例第２０条第２項
第２号に基づく給水装置所有者の変更を届ける義務を怠り、平成２６年１月３０日
から平成２７年５月１１日の間、無断で給水装置を使用していることから、給水条
例第２９条に基づき、当該地区の土地所有権移転及び管理事業を承継した平成２６
年１月３０日から水道料金を支払う義務を負うこと。 

 
        ※ 給水条例第 20条（抜粋） 

第 2項 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、 
管理者に届け出なければならない。 
第 2号 給水装置の所有者に変更があったとき。 

        ※ 給水条例第 29条 
 前所有者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前所有者に引き続いて 
使用したものとみなして料金を徴収する。      

 
      以上の原因から、永福台地区における水道料金は、㈱ケイ・アール・ジーに支払義

務があると断定し、不当利得返還請求権に基づいて、未払水道料金全額と遅延損害金
の支払いを請求する。 
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（別表）

単位：円

検針日 使用量
( ) 請求額 収納額 未納額 備　考

平成26年 5月 4/22 4,178 1,118,115 100,000 1,018,115 一部収納

7月 6/23 4,069 1,120,160 0 1,120,160

9月 8/23 4,147 1,141,557 0 1,141,557

11月 10/23 6,310 1,734,912 0 1,734,912

平成27年 1月 12/23 8,015 2,202,627 0 2,202,627

3月 2/20 5,774 1,587,876 941,960 645,916 一部収納

5月 4/22 5,010 1,378,296 1,378,296 0 5/28入金

7月 6/22 4,221 1,161,857 1,161,857 0 7/29入金

9月 8/24 4,685 1,289,142 1,289,142 0 9/29入金

11月 10/25 5,808 1,597,203 0 1,597,203 納期限
11/25

9,460,490

うち過年度未納額 7,863,287

うち現年度未納額 1,597,203

調定年月

未納額合計　
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資料-２ 

県営水道料金改定に伴う対応について 
 
１ 県営水道料金改定の概要 

 今年度が現行料金（平成 23 年度から平成 27年度まで）の最終年度にあたり、健全経

営の維持及び施設の計画的な更新・耐震化に必要な財源を確保するなどの基本的な考え

方を基に検討が行われ、今後の資本費の減少、受水量の増加要望などにより、施設更新

に必要な財源が確保できることから、次期料金（平成 28 年度から平成 31年度まで）の

改定が、下表のとおり行われます。 

 

○水道料金改定 

  現行料金から平均供給単価で５円引き下げ１２７円／ とする。 

区  分 現 行 次 期 備   考 

基本料金 
計画給水量 3,600 円 3,400 円 事業計画上の 1日最大受水量 

申込水量 17,300 円 16,100 円 算定期間の 1日最大受水量 

使用料 48 円 48 円  

平均供給単価 132 円 127 円 受水市町等 23 団体の平均単価 

  改定時期：平成２８年４月１日から 

 

２ 市水道料金改定について 

（１）これまでの改定履歴 

  ①平成 20年 4 月 1日から 

   全ての口径において、基本料金及び従量料金、一律 7.5％引き下げ（総額約 1億

円の収益減） 

  ②平成 24年 4 月 1日から 

   口径別に改定率を設定し、基本料金及び従量料金、平均 10％引き下げ（総額約 1

億 2千万円の収益減） 

 

（２）県水料金改定に伴う受水費の減少見込額（P5 参照） 

  次期料金改定に伴い、市が支払う受水費の年間減少見込額は、11,945 千円（消費

税抜き）。 

  この減少見込額は、平成 26 年度給水収益決算額（1,053,555 千円）の 1.13％に相

当します。 

 

（３）受水費削減規模による料金改定試算（P6参照） 

  上記（２）の減少見込額を財源とする料金改定案について、①基本料金のみに配分、

②従量料金のみに配分、③基本料金及び従量料金に配分する３案で試算。 
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（４）水道事業会計の今後の収支計画（P7 参照） 

  ①収益的収支 

  ○ 収入 

   根幹となる給水収益は、人口減少や節水意識の高まりなどから、減収は否めず、

加入分担金など、その他の収益を加えた収入全体も減少傾向となります。 

  ○ 支出 

   施設修繕費は、長寿命化対策による施設の予防保全を図るための費用が必要とな

るとともに、国営東条川二期地区改修事業による負担金が平成 31 年度から 10 年間

で３億円程度が必要となるなど、今後の支出見込額は増加傾向となります。 

 

   これらにより、今後 10 年間の収支計画では、全ての年度において黒字経営（純

利益）は確保できる見込みですが、期間後半の純利益は減少していきます。 

 

  ②資本的収支 

    建設改良費では、嬉野東地区水道公営化事業（平成 27 年度から平成 31 年度ま

で）、浄水場の統合事業（平成 28 年度から平成 33 年度まで）など、平成 33 年

度まで事業が集中します。また、管路の耐震化を推進するため、必要な経費は、

年間４億円を見込みました。これらに必要な財源は、企業債、国庫補助金等で

確保することとしていますが、不足する額は損益勘定留保資金により補てんす

ることになります。 

 

  ③保有現金  

    今後 10 年間の収益的収支では、黒字経営となる見込みですが、平成 26 年度末

での保有現金 28 億 5 千万円は、建設改良事業の増加に伴い、平成 37 年度末で

は 16 億 3千万円となる見込みです。 

     

３ 結 論 

  県水の次期料金改定により軽減する受水費を財源とした、市水道料金試算の改定幅

は、極めて小規模となります。 

  また、収支計画では、平成 27年度から平成 33 年度までに建設改良事業が集中する

こと及び管路等の耐震化にかかる費用が必要であること並びに保有する現金の減少

を勘案し、今回の県水値下げに伴う市水道料金の改定は見送ります。 

  ただし、今後の料金改定については、収支の状況及び保有する現金等を踏まえ、引

き続き検討を行うこととします。 
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受 水 費 削 減 規 模 に よ る 料 金 改 定 試 算

①　改定料金計算表（水道　全ての基本料金に配分） ②　改定料金計算表（水道　全ての従量料金に配分）

区分 基本料金 現行 改定金額 区分 従量料金 現行 改定金額 区分 基本料金 現行 改定金額 区分 従量料金 現行 改定金額

①
料金税抜き

20mm以下 5 まで 900円 95.60% 860円 ▲ 40 円 20mm以下 6 ～10 126円 98.80% 124円 ▲ 2 円 20mm以下 5 まで 900円 99.50% 890円 ▲ 10 円 20mm以下 6 ～10 126円 99.00% 124円 ▲ 2 円

25mm 30 まで 6,380円 95.60% 6,090円 ▲ 290 円 11 ～30 186円 98.80% 183円 ▲ 3 円 25mm 30 まで 6,380円 99.50% 6,340円 ▲ 40 円 11 ～30 186円 99.00% 184円 ▲ 2 円

30mm 50 まで 11,650円 95.60% 11,130円 ▲ 520 円 31 ～50 204円 98.80% 201円 ▲ 3 円 30mm 50 まで 11,650円 99.50% 11,590円 ▲ 60 円 31 ～50 204円 99.00% 201円 ▲ 3 円

40mm 70 まで 17,870円 95.60% 17,080円 ▲ 790 円 51 ～100 220円 98.80% 217円 ▲ 3 円 40mm 70 まで 17,870円 99.50% 17,780円 ▲ 90 円 51 ～100 220円 99.00% 217円 ▲ 3 円

50mm 100 まで 27,230円 95.60% 26,030円 ▲ 1,200 円 101 ～ 254円 98.80% 250円 ▲ 4 円 50mm 100 まで 27,230円 99.50% 27,090円 ▲ 140 円 101 ～ 254円 99.00% 251円 ▲ 3 円

75mm 300 まで 85,100円 95.60% 81,350円 ▲ 3,750 円 25mm 31 ～50 204円 98.80% 201円 ▲ 3 円 75mm 300 まで 85,100円 99.50% 84,670円 ▲ 430 円 25mm 31 ～50 204円 99.00% 201円 ▲ 3 円

100mm 500 まで 144,670円 95.60% 138,300円 ▲ 6,370 円 51 ～100 220円 98.80% 217円 ▲ 3 円 100mm 500 まで 144,670円 99.50% 143,940円 ▲ 730 円 51 ～100 220円 99.00% 217円 ▲ 3 円

150mm 1,000 まで 289,340円 95.60% 276,600円 ▲ 12,740 円 101 ～ 254円 98.80% 250円 ▲ 4 円 150mm 1,000 まで 289,340円 99.50% 287,890円 ▲ 1,450 円 101 ～ 254円 99.00% 251円 ▲ 3 円

消火栓 900円 95.60% 860円 ▲ 40 円 30mm 51 ～100 220円 98.80% 217円 ▲ 3 円 消火栓 900円 99.50% 890円 ▲ 10 円 30mm 51 ～100 220円 99.00% 217円 ▲ 3 円

101 ～ 254円 98.80% 250円 ▲ 4 円 101 ～ 254円 99.00% 251円 ▲ 3 円

40mm 71 ～100 220円 98.80% 217円 ▲ 3 円 40mm 71 ～100 220円 99.00% 217円 ▲ 3 円

101 ～ 254円 98.80% 250円 ▲ 4 円 101 ～ 254円 99.00% 251円 ▲ 3 円

50mm 101 ～ 254円 98.80% 250円 ▲ 4 円 50mm 101 ～ 254円 99.00% 251円 ▲ 3 円

75mm 301 ～ 272円 98.80% 268円 ▲ 4 円 75mm 301 ～ 272円 99.00% 269円 ▲ 3 円

100mm 501 ～ 296円 98.80% 292円 ▲ 4 円 100mm 501 ～ 296円 99.00% 293円 ▲ 3 円

150mm 1,001 ～ 296円 98.80% 292円 ▲ 4 円 150mm 1,001 ～ 296円 99.00% 293円 ▲ 3 円

臨時用
従量料金
使用水量
１ につき

296円 98.80% 292円 ▲ 4 円 臨時用
従量料金
使用水量
１ につき

296円 99.00% 293円 ▲ 3 円

分譲地 220円 98.80% 217円 ▲ 3 円 分譲地 220円 99.00% 217円 ▲ 3 円

差額
③-①口径 水量

③＝①×②
料金税抜き
（十円止め）

口径 水量
①

料金税抜
き

③=①×②
料金税抜き③-①

改定率
②①

料金税抜き
③=①×②
料金税抜き③-①

③　改定料金計算表（水道　全ての料金に配分）

改定率
②

差額改定率
②

差額 改定率
②

差額
③-①口径 水量 ①

料金税抜き

③＝①×②
料金税抜き
（十円止め）

口径 水量
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収支計画
（収益的収支） （単位：千円）

年　　　　　　度
区　　　　　　分

１． (A) 1,088,095 1,086,493 1,082,800 1,081,700 1,080,600 1,079,500 1,078,400 1,077,300 1,076,200 1,075,100 1,074,000 1,072,900
(1) 1,053,555 1,052,500 1,051,400 1,050,300 1,049,200 1,048,100 1,047,000 1,045,900 1,044,800 1,043,700 1,042,600 1,041,500
(2) 受託工事収益 (B)
(3) 34,540 33,993 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400

２． 313,288 307,676 278,000 274,624 262,855 260,214 265,523 257,641 253,243 249,406 247,120 242,645

(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 280,380 270,144 247,000 243,624 231,855 229,214 234,523 232,641 228,243 224,406 222,120 217,645

(3) 32,908 37,532 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

(C) 1,401,383 1,394,169 1,360,800 1,356,324 1,343,455 1,339,714 1,343,923 1,334,941 1,329,443 1,324,506 1,321,120 1,315,545

１． 1,175,684 1,190,959 1,180,592 1,183,341 1,160,110 1,191,225 1,203,302 1,236,148 1,242,165 1,241,162 1,243,400 1,236,055

(1) 28,724 30,546 30,791 31,037 31,285 31,535 31,788 32,042 32,298 32,557 32,817 33,080

(2) 667,746 683,847 651,631 662,134 652,642 683,155 683,673 679,997 688,526 681,059 681,599 682,143

(3) 479,214 476,566 498,170 490,170 476,183 476,535 487,841 524,109 521,341 527,546 528,984 520,832

２． 13,214 10,765 9,715 9,558 9,089 17,007 23,525 30,016 29,502 31,573 34,073 36,923

(1) 11,731 9,965 8,715 8,558 8,089 16,007 22,525 29,016 28,502 30,573 33,073 35,923

(2) 1,483 800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(D) 1,188,898 1,201,724 1,190,307 1,192,899 1,169,199 1,208,232 1,226,827 1,266,164 1,271,667 1,272,735 1,277,473 1,272,978

(C)-(D) (E) 212,485 192,445 170,493 163,425 174,256 131,482 117,096 68,777 57,776 51,771 43,647 42,567

(F) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

(G) 202,540 51,000 2,000 2,000 49,000 2,000 2,000 2,000 32,000 2,000 2,000 2,000

(F)-(G) (H) △ 202,290 △ 50,750 △ 1,750 △ 1,750 △ 48,750 △ 1,750 △ 1,750 △ 1,750 △ 31,750 △ 1,750 △ 1,750 △ 1,750

(E)+(H) 10,195 141,695 168,743 161,675 125,506 129,732 115,346 67,027 26,026 50,021 41,897 40,817

209,029 348,117 419,913 408,221 369,834 377,053 368,664 358,495 319,124 353,161 348,761 344,004

（資本的収支）
年　　　　　度

区　　　　　分

１． 51,200 21,900 441,300 368,400 368,400

２． 23,014 56,100 58,500 43,700 193,000 122,600 122,600

３． 59,916 124,460 110,006 152,640 117,703 33,583 146,983 133,000 133,000 133,000 133,000

４． 163,877 7,283 5,400 36,100 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500

(I) 163,938 90,213 185,960 255,806 231,740 765,503 538,083 651,483 146,500 146,500 146,500 133,000

(J) 152,280

(K) 11,658 90,213 185,960 255,806 231,740 765,503 538,083 651,483 146,500 146,500 146,500 133,000

１． 230,813 587,606 390,756 826,480 1,128,041 1,240,094 1,143,928 987,479 582,631 482,784 432,938 433,094

14,193 18,093 18,238 18,384 18,531 18,679 18,828 18,979 19,131 19,284 19,438 19,594

２． 53,870 53,048 54,296 28,067 28,974 27,458 28,308 29,185 31,687 29,527 42,921 46,916

(M) 284,683 640,654 445,052 854,547 1,157,015 1,267,552 1,172,236 1,016,664 614,318 512,311 475,859 480,010

(N) △ 273,025 △ 550,441 △ 259,092 △ 598,741 △ 925,275 △ 502,049 △ 634,153 △ 365,181 △ 467,818 △ 365,811 △ 329,359 △ 347,010

１． 258,720 486,710 141,158 512,290 797,770 442,046 587,017 317,017 417,000 317,000 267,000 267,000

２． 23,014 45,400 40,000 30,000 13,866

３． 14,305 40,717 72,494 46,451 97,505 46,137 47,136 48,164 50,818 48,811 62,359 80,010

(O) 273,025 550,441 259,052 598,741 925,275 502,049 634,153 365,181 467,818 365,811 329,359 347,010

366,201 313,154 310,058 303,890 716,216 1,057,158 1,397,250 1,386,469 1,504,066 1,630,732 1,776,000 1,717,036

2,852,058 2,652,284 2,819,855 2,636,085 2,087,394 1,969,148 1,710,410 1,716,474 1,580,530 1,580,630 1,612,782 1,636,027

企 業 債 残 高

現 金 預 金

資

本

的

支

出

建設改良費

　うち職員給与費

企業債償還金

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (K)-(M)

補

 

財

源

損益勘定留保資金

繰越工事資金

その他

計

純 計 (Ｉ)-(Ｊ)

計

国（都道府県）補助金

工事負担金

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企業債

他会計出資金

26年度
決算

27年度 28年度 29年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度30年度 31年度

支出計

経常損益

営業外費用

特別利益

33年度29年度 31年度 32年度28年度 35年度 36年度34年度30年度

その他

その他

補助金

27年度

長期前受金戻入

26年度
決算

営業収益

営業外収益

収

益

的

収

入

支払利息

その他

営業費用

特別損益

職員給与費

減価償却費

収

益

的

収

支

経費

収入計

料金収入

特別損失

当年度純利益（又は純損失）

収

益

的

支

出

37年度

現金収支のみ

-1,000,000

-800,000

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

当年度純利益と資本的収支・不足額の推移

当年度純利益

資本的収支・不足額

金額（単位：千円）

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

現金預金推移金額（単位：千円）
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